
平成 19年 ９ 月

（第 １ 回）

京 都 府 教 育 委 員 会 会 議 録



１ 開 会 平成19年９月13日 午後２時４分

閉 会 平成19年９月13日 午後２時４２分

２ 出席委員

藤 田 委 員 長 冷 泉 委 員 岩 田 委 員

大 橋 委 員 畑 委 員 田 原 教 育 長

３ 欠席委員

な し

４ 出席事務局職員

勝 間 教育次長 森 永 管理部長

宮 野 指導部長 橋 本 総務企画課長

桐 村 学校教育課長 北 澤 高校教育課長

松 本 特別支援教育課長 徳 田 高校改革室長

太 田 企画情報室長 阿 部 主 幹

廣 田 主 任 林 主 任



５ 議事の大要

（１）開会

委員長が開会を宣告

（２）前会議録の承認

ア ８月分１回の会議録について、全出席委員異議なく、これを承認した。

（３）報告事項

京都市・乙訓地域公立高等学校入学者選抜制度の改善に係る意見募集の概要につア

いて

【報 告】

指導部長から 「京都市・乙訓地域の公立高等学校入学者選抜の改善に向けて、

（案 」について、府民からの意見募集を実施し２６４件の意見が提出されたこと。）

この間、府民説明会を２回実施し、約１９０名の参加があったとの説明の後、通学

区域の拡大、希望枠の拡充及び受験機会の複数化に関して提出のあった意見・要望

の概要について紹介があった。また、今後は提出のあった意見を踏まえ、中学校や

高等学校、関係市町村教育委員会とも協議・連携し、更なる具体化に向けて検討を

進めていく旨の報告があった。

【意見等】

委員から、原案に対する賛否の傾向について質問があり、高校改革室長から最終

的な集計はできていないが通学圏については賛否両論があり、希望枠の拡大につい

ては大多数が賛成という傾向である旨の説明があった。また、委員から、配布数に

比して意見が少ないとも感じるが、どのような意見を持っておられるのか幅広く聞

くことは非常に大事であり、提出いただいた意見を参考に検討を進めていただきた

い旨の意見が出された。

府立高等学校における平成20年度使用教科用図書の採択についてイ

府立特別支援学校における平成20年度使用教科用図書の採択についてウ

【報 告】

指導部長から、府立高等学校における教科用図書採択の観点として、①高等学校

学習指導要領及び府立高等学校が平成20年度に実施する教育課程案に基づき、各教

科・科目の目標を達成するために最も適したものであること、②各学校における学

科、系統、類・類型の特色を踏まえること、③生徒の実態に即して適切であること

とし、この観点に基づき各学校が各教科ごとに独自に調査研究を行い推薦があった

ものについて、校長から意見を聴取した上で、各学校の教育目標や教育課程に照ら

し、文部科学省検定済教科書及び文部科学省著作教科書を平成20年度使用教科書目



録の中から730点を採択した旨の報告があった。

また、府立特別支援学校における教科用図書採択の観点として、①当該学年用の

文部科学省検定済教科書を使用することが適当でない場合は、原則として下学年の

検定済教科書又は著作教科書を使用すること、②検定済教科書及び著作教科書に適

当なものがなく学校教育法第107条に規定する教科書を使用する場合には、京都府

教科用図書選定審議会が答申した採択基準及び基本観点によること、③小学校及び

中学校の教科用図書採択基準を踏まえること、④児童生徒の障害の状態、発達段階

及び特性などに即して適切であること、⑤教育課程の実態に即し教科の主たる教材

として適切であることとし、文部科学省検定済教科書、文部科学省著作教科書及び

学校教育法第107条に規定する教科用図書選定資料並びに各校で調査研究されたも

のの中から694点の採択を行った旨の報告があった。

（４）議決事項

京都府教育委員会の主管に属する公益信託の引受の許可及び監督にア 第36号議案

関する規則の一部改正について

【議案提案】

教育長から、信託法の一部改正に伴い、同規則について所要の改正を行うとの議

案提案の後、総務企画課長から、信託法改正等の概要説明があり、今回の規則改正

、「 」案は根拠法が公益信託制度の見直しを行っていないため 公益信託ニ関スル法律

の規定内容等に留意して文言の追加・修正等の規定整備を行う旨の説明があった。

【意見等】

委員から、公益信託制度及び所管している公益信託について質問があり、総務企

画課長から制度概要についての補足説明の後、現在、所管している公益信託には奨

学金に関するものが多い旨の説明があった。

［原案どおり可決。]

平成19年９月府議会定例会の議決を経るべき議案に対する意見についイ 第37号議案

【非公開】て

［原案どおり可決。]

（５）そ の 他

ア 公開しないこととする議決について

（京都府教育委員会会議規則第15条第１項第４号）

議決事項イについて、全出席委員異議なく、公開しないこととすることに議決。

（６）閉会

委員長が閉会を宣告



署 名

藤 田 委員長

冷 泉 委 員

岩 田 委 員

大 橋 委 員

畑 委 員

田 原 教育長

事 務 局 職 員


